
提供するサービスの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）

　①通所介護　（基本単位：通常規模型事業所）

利用者 利用者 利用者
負担額 負担額 負担額

（1日当り） （1日当り） （1日当り） （1日当り） （1日当り） （1日当り）

３，６４０円 ３６４円 ３，８２０円 ３８２円 ５，６１０円 ５６１円

４，１７０円 ４１７円 ４，３８０円 ４３８円 ６，６３０円 ６６３円

４，７２０円 ４７２円 ４，９５０円 ４９５円 ７，６５０円 ７６５円

５，２５０円 ５２５円 ５，５１０円 ５５１円 ８，６７０円 ８６７円

５，７９０円 ５７９円 ６，０８０円 ６０８円 ９，６９０円 ９６９円

利用者 利用者
負担額 負担額

（1日当り） （1日当り） （1日当り） （1日当り）

５，７５０円 ５７５円 ６，４８０円 ６４８円

６，７９０円 ６７９円 ７，６５０円 ７６５円

７，８４０円 ７８４円 ８，８７０円 ８８７円

８，８８０円 ８８８円 １０，０８０円 １，００８円

９，９３０円 ９９３円 １１，３００円 １，１３０円

利用者

負担額

１８０円 １８円

４６０円 ４６円

５００円 ５０円

所定の単位数
の５．９％

左記の１割

所定の単位数
の１．２％

左記の１割

利用者

負担額

９４０円 ９４円
４７０円 ４７円

※利用者の負担割合証が２割の場合は記載金額の２倍、３割の場合は記載金額の３倍となります。

※サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び通所介護計画に

　位置付けられた時間数（計画時間数）によるものとしますが、利用者の希望又は心身の状況等により、

　あるサービス提供日における計画時間数を短縮する場合は、その日に係る通所介護計画を変更し、変更後の

　サービス提供時間数に応じた利用料となります。なお、引き続き計画時間数とサービス提供時間数が異なる場合は、

　利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに、通所介護計画の見直しを行います。

※月平均の利用者の数が当事業所の定員を上回った場合及び通所介護従業者の数が人員配置基準を下回った場合は、

　上記金額のうち基本単位数に係る翌月の利用料及び利用者負担額は70/100となります。

※事業者が法定代理受領を行わない場合の利用料は、一旦全額をお支払いいただくことになります。この場合には、

　「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅サービス費の

　支給（利用者負担額を除く）申請を行って下さい。

要　介　護　３

要　介　護　４

要　介　護　３

利用料

要　介　護　１

要　介　護　４

利用料

　個別機能訓練を実施した日数個別機能訓練加算（Ⅰ）

　職員配置による体制加算サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

要　介　護　２

５時間未満

加　　　算

６時間以上 ７時間以上

（要介護度による区分なし）

利用料 利用料

７時間未満 ８時間未満

区　　　分

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　基本サービス費に各種加算減算を加えた
　総単位数（所定単位数）

　　　　　　　算　　　　定　　　　回　　　　数　　　　等

要　介　護　５

利用料

サービス提供時間数

区　　　分

５時間以上
６時間未満

４時間以上

　基本サービス費に各種加算減算を加えた
　総単位数（所定単位数）

３時間以上
４時間未満

利用料

要　介　護　２

要　介　護　５

サービス提供時間数

　入浴介助を実施した日数入浴介助加算

要　介　護　１

　算　　　　定　　　　回　　　　数　　　　等

　事業所と同一建物に居住する者（１日）
　居宅と事業所との間の送迎を行わない場合（片道）

【要介護の方】

送迎減算

減　　算
利用料

（要介護度による区分なし）
建物減算

介護職員等特定
処遇改善加算（Ⅰ）



　②予防給付型通所サービス（対象者：要支援１及び２） 【要支援の方】

区　分
要支援１
要支援２

利用者

負担額

要支援１ ７２０円 ７２円
要支援２ １，４４０円 １４４円

所定の単位
数の５．９％

左記の１割

所定の単位
数の１．２％

左記の１割

利用者

負担額

９４０円 ９４円
４７０円 ４７円

※サービス提供内容は、通所介護と同様です。

※利用者の負担割合証が２割の場合は記載金額の２倍、３割の場合は記載金額の３倍となります。

その他の費用

　③　食事の提供に

　　　　要する費用

 ※食事のキャンセルは３日前までにご連絡下さい。３日以内でのキャンセルのご連絡につきましては、

　　１食当りの料金の１００％を請求させていただきます。

　⑤　日常生活費 　運営規程の定めに基づく費用・行事代・サークル活動実費（材料費相当分）

利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）、その他の費用の請求及び支払方法

 ア　利用料、利用者負担額及びその他の費用の額は、サービス提供

　　　ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求致します。

 イ　上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月の１５日ま

　　　でに利用者あてお届け（郵送）いたします。

 ア　サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと

　　　内容を照合の上、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法に

　　　よりお支払い下さい。

　　ⅰ）事業者指定口座への振り込み

　　ⅱ）現金（窓口）支払い

 イ　お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、必ず大事に

　　　保管して下さい。（確定申告等で必要となる場合があります。）

※利用料、利用者負担額及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかか

　　わらず、支払期日から２か月以上遅延し、さらに支払の督促から１４日以内に支払いが無い

　　場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。

減　　算
（要介護度による区分なし）

建物減算
送迎減算

利用料 　算　　　　定　　　　回　　　　数　　　　等

　１０％を請求させていただきます。
　１提供当りの料金の

　キャンセル料は不要です。

　12時間前までにご連絡がない

　①　送迎費

　事業所と同一建物に居住する者（１日）
　居宅と事業所との間の送迎を行わない場合（片道）

　実費（１枚当りの実費相当額）運営規程の定めに基づく費用

加　　　算（１月当り）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等特定
処遇改善加算（Ⅰ）

（要支援度による区分なし）

　場合 　３０％を請求させていただきます。

　ア　昼食費用６４８円 　イ　おやつ代５４円

 ※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求致しません。

　12時間前までにご連絡の場合

３，３７７円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

利用料区分

　運営規程の定めに基づく費用

　１提供当りの料金の

　定めに基づき、送迎に要する費用の実費を請求させていただきます。

　サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルのご連絡をいただ
　いた時間に応じて、下記のとおり請求させていただきます。

　24時間前までのご連絡の場合

利用料（１月当り）
１６，４７０円
３３，７７０円

利用者負担額
１，６４７円

②利用料、利用者負
担額（介護保険を適
用する場合）、その
他の費用の支払い

方法等

　利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の

　 ②キャンセル料

①利用料、利用者負
担額（介護保険を適
用する場合）、その
他の費用の請求方
法等

　④　おむつ代


